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人的事業承継対策とは何か？

 医療機関の経営者（理事長、院長）は原

則医師である必要があり、同じ医師であっ

ても専門領域（診療科や急性期～慢性期志

向など）の違いにより、親族内での事業承

継は簡単ではありません。親族内に事業承

継できる医師がいたとしても、経営者とし

てビジョンを示して組織を牽引しながら事

業運営ができるか、つまり、経営者の資質

があるかは別問題です。後継者に引き継い

だ後、事業継続できるかを見極めることが、

人的事業承継対策で最も重要なテーマとな

ります。

 人的事業承継は扱う範囲が広く、成功の

ポイントを断言することは難しくなります。

ここでは、人的事業承継に失敗したケース

を紹介します。

人的事業承継の失敗ケース①

 A病院は、300床のケアミックス病院で

す。創業した理事長は、かねてから健康問

題を抱えていましたが、病気で亡くなった

ため事業承継が発生しました。ご子息は医

師でしたがA病院での勤務経験がなく、30

歳代と年齢が若かったため、従兄弟に理事

長就任をお願いしました。

 新しい理事長は別の医療機関の管理者で

もあり、月に1回程度A病院に顔を出す程

度でした。当然、現場で起こっている問題

を理解・対処することは難しく、結果とし

て意思決定できるリーダー不在の状態にな

りました。

 順調な経営を行ってきたA病院でしたが、

理事長交代後、病床稼働率の低下や人件費

の増加により赤字に転落しました。本来、

経営者がリーダーシップを発揮し、病院の

経営改善に取りかかるべきところ意思決定

ができず、何を議論しても実行に至らない

状況が続きました。

 創業した理事長が、自身が退いた後、誰

に経営を委ねるのか、院内で認識をすり合

わせていなかったことが失敗要因です。

人的事業承継の失敗ケース②

 B病院は、150床の急性期病院です。創業

した理事長は、自身の体調問題から、理事

長職は続けながらも医師としては現場を退

き、外部から招聘した院長に運営を引き継

ぎました。その直後から救患の断りが増え

病床稼働率が低迷し、結果として金融機関

への返済が困難になりました。

A

 事業承継には、①そもそも誰に事業を任せるのか、任せる人間の育成や組織・
外部ネットワーク等の「人的事業承継」と、②オーナー経営者の税務対策という
「物的事業承継」の2つの側面があると聞きました。将来の承継に備え、人的事業
承継対策を進めようと思いますが、進め方のポイントを教えてください。

Ｑ

事業承継・Ｍ＆Ａ
コンサルティング事業本部

ヘルスケア事業部 マネージャー
渡辺茂徳
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 A病院のケースと比べ、事前に院長に運

営を引き継いでいましたが、月々の決算資

料（試算表）を理事長は院長に開示せず、

経営判断は理事長と財務部長が行っていま

した。

 理事長は、財務情報を院長に開示すると、

院長経由で情報が漏れて職員に動揺が広が

ることを懸念していました。運営を引き継

いだ際には、理事長は院長を信頼していた

のでしょうが、業績が低迷したこともあり、

理事長の院長に対する不信感は日に日に増

していました。

 一方、弊社が院長に話を聞くと、決して

改善活動に非協力的ではなく、そもそも財

務状況を開示されておらず、業績が厳しく

金融機関への返済ができていないことすら

知りませんでした。

 財務状況を院長に伝え、改善の協力をお

願いして以降、院長を中心に改善施策が着

実に実行され、B病院は1年で黒字化しま

した。理事長が院長に経営を任せ切れな

かったことが失敗要因です。

人的事業承継の進め方

 コンサルティングの現場では、「失敗ケー

ス①」のようにならないためにも、早めの

準備を勧めています。また、人的事業承継

を進めるには5年間くらいの準備期間を想

定しており、この間に後継者の決定（見極

め）から、後継者を中心とした組織づくり

を行います。ここでは、後継者に経営者と

しての資質があるかを見極める際の論点に

ついて触れてみます。

 経営者としての志（事業に対する信念）

の有無の確認が、後継者の見極めとして最

も重要です。医療機関は設備産業であり多

額の資金調達が必要ですから、多額の借入

金に対する個人保証を先代から引き継ぐ姿

勢が経営者には求められます。個人保証を

する意思の有無を後継者に確認すると、後

継者自身も事業の引き継ぎを考えるきっか

けになりやすいようです。

 次に、後継者が院内でスタッフをまとめ

るリーダーシップを発揮できるか、この点

も見極めのポイントです。

 後継者の多くは自分より年上の医師、看

護部長を統率しなければなりません。専門

領域が異なる医師のマネジメントは特に難

しいことが多くあります。専門性に対する

指導等は難しくとも、あるべき病院の姿に

ついての議論や経営指標、満足度調査結果

などの客観的な指標を用いるなどして、専

門の医師に任せるところは任せ、指導すべ

きところは指導するという姿勢が経営者に

は求められます。

 後継者が、先代に対する理解・共感・感

謝の考えを持っているかについても、後継

者としての見極めのポイントです。経営を

承継する際、ある日を境に先代が全く関与

しないというケースがあるかもしれません

が、通常は少しずつ後継者にバトンタッチ

をします。後継者に前述した考えがなけれ

ば、スムーズな引き継ぎは難しいと言えま

す。一方で、先代には、後継者に任せるべ

きところは任せ、見守るスタンスも求めら

れます。

YBCコンサルティングレポート
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 自院の事業性評価をどのように行えばよいでしょうか？Ｑ
     外部環境が変化するなか、現状

の病院運営を継続していくことで

よいのでしょうか。対策を講じたほうがい

いと思いながらも、日々の病院運営に追わ

れて具体的な取り組みができていない、あ

るいは、検討事項が多すぎてどこから着手

したらいいか分からない、取り組みはして

いるもののスピード感がない。このような

悩みを持っている経営者は多数いるのでは

ないでしょうか。

 病院経営ではサービスの対象が人であり、

また、制度動向が一定の制約条件であるこ

とから、（1）外部環境の現状および今後の

動向の把握、（2）内部環境（自院）の現状

把握、（1）と（2）それぞれにおいて医療

機関特有の論点を踏まえたうえで、地域に

おける自院の役割を認識して事業性を評価

することが有用と考えます。

（１）�外部環境の現状および今後の動
向の把握

①人口動態

 日本全体では総人口の減少、高齢者人口

の増加が今後の大きな動向となっています

が、総人口が流入等により増加している・

高齢者人口もすでに減少局面にある等、そ

の実情は地域によって大きく異なります。

 また、2025年には団塊の世代が75歳以上

の後期高齢者となり、医療需要が大幅に増

加することになりますが、そのさらに先の

2040年にかけては、高齢者人口の増加も止

まる見通しです。そのため、医療需要・働

き手・社会保障の担い手すべてが減少局面

を迎えます。

 これらの人口増減並びに構成の変化は、

地域の患者構成にも大きな影響を与えます。

地域の患者の需要予測、それを踏まえた地

域の医療供給体制の目標を把握するに適し

た情報としては、地域医療構想が挙げられ

ます。

②地域医療構想

 地域医療構想では、将来の需要予測に応

じた医療提供体制の再構築を検討していま

す。二次医療圏ごとに高度急性期・急性期・

回復期・慢性期の現状と今後の需要を踏ま

えた病床数が公開されていますが、多くの

地域で急性期・慢性期が過剰という傾向が

あり、いずれにしても、現状の病床数バラ

ンスと今後の需要予測には大なり小なり

ギャップがあります。

 仮に、自院が急性期主体の病院であれば、

属する二次医療圏や近隣二次医療圏の現状

と将来予測にどの程度のギャップがあるの

か、日本全体・所在地の都道府県平均と比

較して、どれくらい実数・割合にギャップ

の多寡があるかを把握します。

A

大阪支店 ヘルスケア事業部 副部長
松下　徹事業性評価
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③診療報酬改定

 これらの需給ギャップの適正化に影響を

与える大きな要素が診療報酬改定です。各

論としてはさまざまな要素があるものの、

急性期であれば重症度、医療・看護必要度

の引き締め（単純な割合の増加のみならず、

A～C項目の削減・変更等）、回復期におけ

るアウトカム評価の厳格化など、医療機能

の分化・連携という観点から、各機能に合

致した患者像・医療行為の提供による成果

がより一層問われてきます。

 診療報酬改定は全医療機関が対象ですか

ら、地域の現状と将来予測による需給ギャッ

プが大きければ大きいほど、適正化により

ふるいにかけられる影響が大きく、ギャッ

プが小さければその逆となります。

 具体的な改定内容は年明け以降の公表と

なりますが、自院の現状と照らして、どの

程度の改定がなされればどのようにかじを

切るのか、事前に準備をしておくことが重

要です。経営者の決断・スタッフの納得感

の醸成という観点からも、外部環境を速や

かに把握する必要があります。

（２）内部環境（自院）の現状把握
 内部環境の現状把握は、経営管理体制・

提供している医療・人的資源・医療機器設

備・収支構造等、多岐にわたります。

 例えば、急性期では「患者属性、医師数、

看護体制、新入院患者数、平均在院日数、

在宅復帰率、症例数、医療機器投資等」、特

に患者に関する部分は経年変化を追ってみ

て、低下・悪化している場合には、現状の

維持継続は難しい可能性があります。

 一方で、維持継続が困難なので回復期に

転換しようという消極的な理由や外的要因

に合わせるだけの機能転換では、病院を持

続していくことは困難であり、また、需要

と同様に重要な供給の源泉であるスタッフ

の離職にもつながる可能性があります。

 地域の需要に応じて自院の役割を認識し、

柔軟に対応していくことが重要なことは言

うまでもありませんが、自院はどこに力を

入れてやっていきたいのかという、定性的

ではあるものの、理事長・院長の思いが極

めて重要です。100かゼロかではなく、自院

としてこの部分に強みを持った運営をして

いきたいという部分を残しつつ、残りの部

分は地域の実情に即した運営を行うことで、

そのために必要な人材の確保・各種設備の

更新・購入、必要な収支の獲得という落と

し込みが可能となります。

 長年、地域で病院運営を行ってきたため

に、自院や近隣医療機関のことをよく理解

していると思われている経営者も多くいま

すが、昨今の外部環境の変化により、多く

の医療機関がさまざまな取り組みを行って

おり状況は変化しています。そのため、経

営者は日々の実務や人的交流等を通じて把

握している感覚と実態を補正しながら、事

業性（将来性）を検討する必要があると考

えます。

 機能分化・連携の観点から、自院が持つ

べき機能を見定め、他医療機関とより強固

な連携体制を構築し、地域の患者により良

い医療を提供するべく、この機会に改めて

自院、並びに近隣の状況を調査してみては

いかがでしょうか。

YBCコンサルティングレポート
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 労働力人口が減少するなか、当院も例外なく人材の確保が経営課題になること
が想定されます。今後、当院でも個々人にモチベーション高く働いてもらう環境
づくりが求められますので、人材管理の整備は重要だと考えています。医療機関
における人材管理のポイントを教えてください。

Ｑ

経営と人材管理

 労働力人口の減少は、経営資源としての

「ヒト」そのものの不足につながるリスク要

因であり、経営者が認識すべき重要な環境

変化のひとつです。特に、医療機関は労働

集約型産業であり、配置基準といった法的

な要件もあることから、「人材不足」は収益

悪化だけでなく、事業継続の阻害要因とな

ります。そのため、人材管理への取り組み

は経営において不可欠であり、非常に重要

な要素となります。

 また、医療機関において、サービスの質

は所属する人の質で決まるといっても過言

ではなく、職員にモチベーション高く働い

てもらうため、人材管理の仕組みは重要で

あるといえます。

 人材管理は人材マネジメントや人的資源

管理とも言われ、経営方針や事業戦略を実

現するために人材を活用する仕組みと定義

づけられます。ここでは、人材管理の仕組

みのひとつである人事制度にスポットをあ

て、そのポイントについて説明します。

人事制度のポイント
 人事制度のポイントに入る前に、医療機関

に所属する人材の特殊性について触れます。

 医療機関には多様な資格（職種）を持つ

職員が所属することに加えて、常勤職員だ

けではなく非常勤職員、パートタイマー等、

さまざまな雇用形態で働いており、キャリ

アパスは多岐にわたります。また、専門職

集団のため各職員の自立意識が強く、人材

の流動性が高いため、組織へのコミットメ

ントを高める工夫が求められます。

 以上の特殊性により、医療機関において

は組織と個人を同じ方向に向かわせるよう

な制度設計が、一般の事業会社と比較して

より一層、重要になります。

 人事制度のポイントは、以下のようなこ

とが挙げられます。

（１）�経営方針や事業戦略と連動した求め

る人材像の設定

 人事制度は、病院の経営方針や戦略を実

現するための行動を職員に促す仕組みです。

そのため、人事制度の基本骨格である求め

る人材像は、当然、経営方針や戦略と連動

していなければなりません（別図）。

 求める人材像の策定でまず取り組むこと

は、組織として目指すべき方向性、経営戦

略を明確化することです。その後、経営方

針や戦略をもとに各部門、各課のミッショ

ンへとブレイクダウンし、人材像のキーワー

A

コンサルティング事業本部
シニアコンサルタント

佛下康平人材管理



49病院羅針盤　2017年12月15日号　No.116

ドを設定します。ここで最も重要なことは、

経営者の「思い」を込めること。そのため、

経営者自ら取り組むことが求められます。

（２）能力や役割責任の明確化

 弊社では、人材像のキーワードをベース

に、各部門の幹部職員と時間をかけて、各

階層に求める能力・役割責任・行動規準を

決定する手法をとります。今後、部下には

このような取り組みをしてもらいたい、こ

のような観点が必要といった意見が出てく

れば、人事制度そのものがより良いものに

なります。

 加えて、現場を巻き込むことで、①現状

とかけ離れたいわゆる「絵に描いた餅」に

なりにくい、②自分たちが決めて作成した

ものという意識が生まれ、制度導入がスムー

ズになるといったメリットもあります。

 ここで設定された能力・役割責任・行動

規準をキャリアパスとして各職員に開示し、

評価項目にも反映させることで、組織と個

人の共通理解の浸透につなげることができ

ます。

（３）�評価者（管理

職）に対するサ

ポート

 過去に人事評価を

実施してこなかった

医療機関は、評価さ

れる側よりも、評価

する側をサポートす

ることが重要です。

 人事評価の運用は

現場のマネジメント

の一部であり、「査定

のための評価」となっては機能しないため、

評価制度を現場のマネジメントサイクルと

してしっかりと組み込み、現場の管理職層

が設定した目標と実績の比較・評価・フィー

ドバックができるようにサポートすること

が求められます。評価者を集めたワーク

ショップやフィードバックの話し方といっ

た研修を定期的に実施することで、評価者

の育成を図ることも重要です。

 人事制度において完璧な制度というもの

はありません。また、2025年を見据えた病

床再編に伴う制度改正に対応するべく、医

療機能の見直し（病床転換）によって医療

機関の方向性が見直されることも少なくあ

りません。

 したがって、方向性の変更に合わせて人

事制度を改定する必要もあります。毎年の

運用の中で改良を加えながら、そのときど

きの経営状況に適した制度にするための見

直しを行っていくことが大切です。

別図　人事制度の全体像 
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 同じような医療・介護事業を行う場合でも、運営する法人形態によって実施可
能な事業やガバナンス体制、課税関係が異なるようです。それぞれどのような特
徴があるのでしょうか。

Ｑ

医療・介護事業者の法人格は�
さまざま

 医療・介護事業を営む法人といっても、

その法人格は医療法人社団（財団）、一般社

団（財団）法人、社会福祉法人、株式会社

等さまざまです。

 また、法人格によっては同族経営ができ

ない、組織再編手法が限定されている等の

制約もあり、特に複数の法人による実質的

なグループ経営を行っているような場合に

は、グループ全体としての運営にも影響が

生じ得ます。そのため、事業を行うにあたっ

ては、どの法人格を選択するかについても

重要な経営判断事項と考えます。

 今回は、それぞれの法人格の特徴と留意

点について解説します。

医療法人は非営利性の観点から�
さまざまな制約が存在する
 医療法人の特徴は、非営利性にあります。

すなわち、営利を目的として病院等を開設

しようとする者には許可を与えないことが

でき（医療法7条5項）、利益の配当も禁止

されています（同法45条）。

 また、この非営利性の原則を徹底するた

め、平成19年4月1日以降は、持分ありの

医療法人社団を新規に設立することはでき

なくなりました。さらに、配当類似行為を

規制するため、平成29年4月以降、MS法

人との取引状況について都道府県知事に届

け出ることが必要となりました。

 医療法人が営むことのできる事業は、原

則として、病院・診療所・老健の開設・運

営という本来業務のほか、訪問看護ステー

ション等の附帯業務、院内設置の売店運営

等の附随業務の3つです。ただし、社会医

療法人については、一定の収益業務を営む

ことも認められています。

 医療法人の所得には、原則として課税さ

れます。もっとも、特定医療法人や社会医

療法人については公益性の観点から、法人

税率の軽減や非課税等、課税上のメリット

があります。

 他方、特定医療法人や社会医療法人は通

常の医療法人と異なり、同族経営ができな

い、役員報酬の上限がある等の制約がある

ため、法人格の選択については総合的な判

断が必要です。

 医療法人の組織再編については、法令上、

合併および分割があります（同法57条以下）。

これらは手続きについて見通しが立てやす

い一方、医療法人社団の場合には合併や分

割について総社員の同意が必要となり、一

般社団法人や株式会社等と比較して要件が

厳しくなっています（医療法人財団の場合

A

法人格と運営
東北支店 ヘルスケア事業部

シニアコンサルタント
長谷川剛



51病院羅針盤　2017年12月15日号　No.116

には、理事の3分の2以上の同意が必要）。

 また、明文規定はないものの、実務上は

事業譲渡や持分の譲渡による方法も行われ

ています。しかし、これらは行政との調整

や内部の意思決定等の手続きや期間につい

て見通しが立てにくく、場合によっては組織

再編の当初の目的を達成できない恐れがあ

ります。

一般社団法人・一般財団法人において
は収益事業として医療・介護事業を営
むことが可能
 一般社団法人・一般財団法人（以下、一

般社団法人等）は非営利組織であるものの、

公益事業のほか共益事業や収益事業も行う

ことができ、医療法人や社会福祉法人と比

較すると、幅広く事業を展開できる点に特

徴があります。

 一般社団法人等が医療・介護事業を行う

場合には、法人税施行令5条1項に規定さ

れる医療保健業として収益事業に該当しま

す。なお、一般社団法人等では配当はあり

ません。

 一般社団法人等のガバナンス体制につい

ては、社団と財団で異なります。社団の場

合には、基本の機関設計として社員総会、

理事が必要であるほか、定款の定めにより

理事会・監事・会計監査人を置くことがで

きます（一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律60条1項）。財団の場合には、基

本の機関設計として評議員会・理事・理事

会・監事が必要となるほか、定款の定めに

より会計監査人を置くことができます（同

法170条）。

 このように、一般社団法人等はそれぞれ

の規模、必要性に応じて機関設計を柔軟に

行うことができる点に特徴があります。もっ

とも、負債合計額が200億円以上の場合に

は、監事や会計監査人を設置する必要があ

ります。

 一般社団法人等の医療・介護事業から生

じる所得に対しては課税されます。もっと

も、公益社団（財団）法人の認可を受けた

場合には、法人税等が非課税となる等の取

り扱いがなされます。

 一般社団法人等の組織再編については、

法令上、合併および事業譲渡が規定されて

います（同法147条、201条、242条）。手続

き要件として事業を全部譲渡する場合また

は合併する場合には、社員または評議員の

特別決議が必要です。

 なお、一般財団法人においては、純資産

額が2期連続で300万円を下回った場合は

解散要件に該当するため、法人再建の選択

肢として、純資産が厚い法人との合併の検

討も選択肢として考えられます。

 ここまでは、医療法人社団（財団）、一般

社団（財団）法人について説明しました。

次回は、社会福祉法人および株式会社の特

徴・留意点について説明します。これらの

法人についても、税務上の取り扱いや配当、

同族経営の可否、組織再編の難易度等にも

大きな違いがあるため、今回説明した医療

法人・一般社団（財団）法人と合わせて法

人格の特徴や留意点を押さえる必要があり

ます。

YBCコンサルティングレポート




